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居宅介護支援事業重要事項説明書 

1. 事業所の名称等 

事業を行う事業所の名称、所在地等及び介護保険指定番号は、次の通りです。 

①名称及び代表者   指定居宅介護支援事業所 さくら苑 

           理事長 熊谷 良子 

②所在地及び電話番号 日光市大室８６３番地７ 

           ℡ ０２８８－２６－４１４１ 

③介護保険指定番号  第０９７０７００４０７号 

2. 運営の方針 

① 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことができるように配慮して、居宅介護サービス計画を作成し、その計画に基づ

く介護サービスが適正かつ円滑に提供されるようその進行を管理します。また、介護保険等関連情報

等を活用し PDCA サイクルを構築・推進することにより、サービスの質の向上にも努めていきます。 

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

要介護等が良質なサービスを総合的に受けられるよう支援するものとします。 

3. 職員の職種、員数及び職務内容 

事務所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次の通りです。 

①管理者 １名（介護支援専門員と兼務） 

管理者は、事業所の介護支援専門員等の管理及び業務の管理を行います。 

②介護支援専門員 3 名 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成及びその適正かつ円滑な進行を管理するとともに、必

要な事務を行います。 

③事務職員 １名(他の事業所と兼務) 

事務職員は、事業に必要な事務を行うます。 

4. 当事業所が提供するサービスについて相談窓口 

電話 0288－26－9979  FAX 0288-32-1233 

担当 管理者 石下 鉄也  

*ご不明な点は、何でもおたずねください。 

5. 営業日及び営業時間 

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りです。 

①営業日  国民の祝・祭日に関する法律に規定する休日と土・日曜日及び年末年始(１２月３１日

から１月３日まで)を除く月曜日から金曜日までとします。 

②営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとします。 

③営業時間・営業日以外の緊急連絡電話 ０２８８－２６－４１４１（２４時間対応可能） 

特定事業所加算（Ⅲ）の算定要件として２４時間連絡可能な体制となります。特定事業所加算（Ⅲ）

の詳細については別紙１にてご説明いたします。 
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6. 居宅介護支援の提供方法及び内容 

（１）居宅介護支援の内容は、次の通りとし、要介護者等の依頼を受けて居宅介護支援を提供するも

のとします。 

①居宅サービス計画の作成 

②居宅サービス計画に基づくサービス提供の進行管理 

③居宅サービス計画に基づくサービス提供事業者に対する苦情の受付、処理 

④その他居宅サービス計画の達成に必要な事項 

⑤居宅サービス計画書の作成については利用者の主体的な参加が重要であることから、居宅サービス

計画書の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の

紹介を求めることが出来る。 

⑥利用者は居宅サービス計画書に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることが

出来る。 

⑦利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡

先を当該病院又は診療所に伝えて頂く。 

⑧ケアマネジメントの公正中⽴性の確保を図る観点から、サービス提供開始時に以下について説明を

⾏う。 

・前６か⽉間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉⽤

具貸与の各サービスの利⽤割合。 

・前６か⽉間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉⽤

具貸与の各サービスごとの、同⼀事業者によって提供されたものの割合。 

※当事業所のケアプランの利用状況は別紙２のとおり。 

（２）サービス提供記録の複写物の交付に際しては、実費相当額を負担していただきます。 

7. 利用料金及び解約金 

（１）居宅介護支援サービスに関しては、事業所が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利

用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者の自己負担はありません。但し、

利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受

領することができない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支払い下さい。 

その際、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日市町

村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

 

（２）基本料金  

 ①居宅介護支援費（Ⅰ）介護支援専門員取扱い件数（４０件未満） 

   要介護１・要介護２      ： １，０８６単位/月 

   要介護３・要介護４・要介護５： １，４１１単位/月 
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（３）加算の算定 

  ①初回加算 :３００単位/月 

 ・新規に居宅サービス計画を作成する場合。 

 ・要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。  

 ②入院時情報連携加算  

  入院時連携加算（Ⅰ）：２５０単位/月 

  ・利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに当該病院又は診療所の職員に対して当該利

用者に係る必要な情報を提供している事。 

  入院時連携加算（Ⅱ）：２００単位/月 

 ・利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に当該病院又は診療所の職員 

に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している事。 

 ③通院時情報連携加算：５０単位/⽉  

・利⽤者 1 ⼈につき 1 ⽉に 1 回の算定を限度とし、利⽤者が医師又は歯科医師の診察を受ける際

に同席し、医師等に利⽤者の⼼⾝の状況や ⽣活環境等の必要な情報提供を⾏い、医師等から利

⽤者に関する必要な 情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合 

④ターミナルケアマネジメント加算 :４００単位/月  

・在宅で亡くなった利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する利用者又は家族の意向を

把握した上で、亡くなった日及び亡くなる 14 日以内に利用者及び家族の同意を得て居宅を訪問

し、利用者の状況等を主治医及びサービス事業者に提供した場合。 

⑤退院退所加算  

・退院又は退所にあたり医療関係等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た

うえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等に関する調整を行った場合。 

退院退所加算（Ⅰ）イ：４５０単位/回 

・情報提供をカンファレンス以外の方法により１回受けている事 

退院退所加算（Ⅰ）ロ：６００単位/回 

・情報提供をカンファレンスにより１回受けている事。 

退院退所加算（Ⅱ）イ：６００単位/回 

・情報提供をカンファレンス以外の方法により 2 回受けている事 

退院退所加算（Ⅱ）ロ：７５０単位/回 

・情報提供を２回受けており、うち１回はカンファレンスによる事。 

退院退所加算（Ⅲ） ：９００単位/回 

・情報提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスによる事。 

⑥特定事業所加算(Ⅲ) :３２３単位/月 

・特定事業所加算の算定要件については別紙１を参照。 

⑦看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価 

 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行
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ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担

当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保

険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介

護支援の基本報酬の算定を行う。 

⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント：所定単位数の９５％を算定 

・指定居宅介護支援事業所における 1 月当たりの利用者が、同一の建物に 20 人以上居住する建物

に居住する利用者の場合。 

※  栃木県日光市 １０．２１円/１単位で計算します。 

（４）解約金の算定 

  ・解約についての料金はいっさい頂きません。 

8. サービスの利用開始 

 まずは、電話等でお申し込み下さい。当事業所職員がお伺いいたします。 

 契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 

9. サービスの終了 

 ①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

  文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

  

②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。

その場合は、終了 1 ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご

紹介いたします。 

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

·ご利用者が介護保険施設に入所及び病院に入院し３ヶ月が過ぎた場合 

·介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護度区分が、非該当（自立）、要支援１・

２と認定された場合 

・ご利用者が在宅で１ヶ月以上サービスの利用が見込まれない場合 

·ご利用者がお亡くなりになった場合 

④その他 

ご利用者やご家族などが当社や介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為

を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がござ

います。 

10. 緊急時及び事故発生時等における対応方法 

事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うために要介護者等を訪問していた際に、利用者

の病状に急変、その他緊急事態及び事故が生じたときは、速やかに家族・主治医に連絡する等の

措置を講じます。 
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11. 通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域は、旧今市市とします。 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談に応じます。 

 

12. 秘密保持等 

①従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持します。 

②事業所は、従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約書の中に

明記します。 

③情報提供のときはあらかじめ文書において同意を得ます。 

13. 虐待の防止 

  事業所は、「高齢者虐待防止法」の規定に従い、利用者の尊厳の保持・人格の尊重の達成に向 

け虐待の防止に関する措置（虐待防止対策を検討する委員会の設置、虐待防止のための指針

作成、虐待防止に向けた研修の実施）を講じて参ります。  

14. 事業継続計画 

  感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援が受けられるよう、業 

務継続計画を策定するとともに、その計画に必要な研修及び訓練を実施してまいります。 

15. 感染症対策 

  感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する委員会への参加においてその対策 

を協議し、対応指針等を作成し提示を行います。また、研修会や訓練を実施し感染対策の 

資質向上に努めてまいります。 

16. ハラスメント対策 

  ①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目 

指します。 

②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、 

セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

17. 身体的拘束等の適正化 

利用者又は他利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束を行ってはならないこととし、身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

18. サービス内容に関する苦情 

①当事業者お客様相談・苦情担当 

当事業者の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している

各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

担当 苦情担当 猪野 晴雄 ・ 石下 鉄也 

電話 ０２８８－２６－４１４１・０２８８－２６－９９７９ 
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②市の相談窓口 

当事業者以外に、市の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

担当 日光市高齢福祉課高齢福祉係 

電話 ０２８８－２１－５１００ 

➂県の相談窓口 

県にも苦情を伝える事ができます。 

担当 栃木県国民健康保険団体連合会 

所在地 宇都宮市本町３番９号栃木県本町ビル６階 

電話 ０２８－６４３－２２２０ 

 

令和  年  月  日 

 

以上、居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して本書面に基づいて

重要な事項を説明しました。 

 

 

事業者    

             所在地   日光市大室 863 番地７ 

名 称  居宅介護支援事業所 さくら苑   

代表者名   理事長 熊谷 良子 

説明者  介護支援専門員 

氏 名                          

 

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を

受け、内容に同意しましたので、受領します。                      

    

 

利用者 住所                       

 

 氏名                       

 

家族又は立会人 住所                                         

 

 氏名  

 

        続柄                                
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【別紙１】 

 

特定事業所加算（Ⅲ）の算定要件 

 

①専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。 

③利用者に関する情報又はサービス提供に当っての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期

的に開催すること。 

④24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保しているこ

と。 

⑤当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

⑥地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例

に関わる者に指定居宅介護支援を提供していること。 

⑦家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外

の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 

⑧他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施すること。 

⑨居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

⑩指定居宅介護⽀援事業所において指定居宅介護⽀援の提供を受ける利⽤者数が当該指定居宅介護

⽀援事業所の介護⽀援専⾨員１⼈当たり45 名未満（居宅介護⽀援費（Ⅱ）を算定している場合は50 名

未満）であること。 

⑪当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入が可能な体制が整っている

こと。 

⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する⽣活⽀援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括

的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 
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【別紙２】 

１、令和６年９月１日 ～ 令和７年２月２８日の間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所

介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合。 

  

居宅サービス計画の総数：５９６件 

 

① 訪問介護    ・・・・  ２１％ （１２８件） 

② 通所介護    ・・・・・４９％ （２９２件） 

③ 地域密着型通所介護・・・・３３％ （１９５件） 

④ 福祉用具貸与  ・・・・・６８％ （４０７件） 

 

２、令和６年９月１日 ～ 令和７年２月２８日の間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所

介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス同一事業者によって提供されたものの割

合。 

 

訪問介護 

ヘルパーステーションさくら 見龍堂メディケアユニッツ ヘルパーステーションおちあい 

３８％（４９件） ３７％（４８件） １８％（２３件） 

通所介護 
デイサービスセンターさくら苑 日光リハビリガーデン デイサービスセンターひかりの里 

６２％（１８１件） １４％（４１件） ８％（２３件） 

地域密着型

通所介護 

ゆたかリハビリステーション デイサービス春の間 デイサービス風舞 

５０％（９７件） ２３％（４４件） ９％（１８件） 

福祉用具貸

与 

東京インテリア MS 宇都宮 パナソニックエイジフリー ひまわり館 今市 

２４％（９９件） １７％（７０件） １４％（５８件） 

 


